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内 訳 概 要

実施 今回変更 増減額

設計額

（内消費税額）

請負額

（内消費税額）

履行期限

排水ポンプパッケージ等の点検・整備業務　一式

排水ポンプパッケージ等の緊急時運転操作業務　一式

令和 8年 3月31日まで
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実施

今回変更



種類・内容等 数量 単位 単価 金 額 備 考

点検・整備

排水ポンプ車定期点検6回 1.0 式 総価

緊急時運転操作

単価

昼間作業6：00～20：00 14.0 時間 予定数量：1回14時間

単価

夜間作業20：00～6：00 10.0 時間 予定数量：1回10時間

小計

消費税

合計

内 訳 書

名称

1

2



令和７年度排水ポンプパッケージ等点検整備・緊急時運転操作業務委託（滝野地域）  

仕様書 

 

１ 業務の目的 

この仕様書は、加東市が所有する排水ポンプパッケージ及びその積載車（以下「排水ポンプ

車」という。) について、常時稼働可能な状態を維持するとともに、緊急時において迅速かつ

的確に排水ポンプ車を対応現場へ配備し、運転操作を行うことで、浸水被害の防止・軽減を図

ることを目的とする。 

なお、本仕様書に明記されていない事項や疑義が生じた場合は、加東市（以下「甲」という。）

と請負者（以下「乙」という。）が協議し決定するものとする。 

 

２ 契約（業務）期間   

契約締結日の翌日から令和８年３月３１日まで 

 

３ 業務内容 

（１）点検整備業務 

【対象機器】 

機 器 名 仕様・規格 数量 

排水ポンプパッケージ 10m３/min（5m３/min×2台） １式 

発動発電機 
ディーゼルエンジン駆動 

超低騒音型AC220V/45kVA 
１台 

積載車 ２ｔトラック（免許区分：準中型） １台 

  

  【回  数】 

年間６回 ※下記点検予定月を基本とし、点検間隔は概ね２ヶ月とすること。 

 

【内  容】 

① 別添「排水ポンプ車点検記録表」に基づく点検 

② 排水ポンプパッケージの動作確認 

③ 発動発電機の試運転（３０分以上） 

④ 積載車の走行運転（２０㎞程度） 

※点検記録表にない項目でも、機能上当然必要と思われるものについては点検すること。 

※点検・整備の結果、早急に修理又は改造を要する不良箇所及び不具合を発見した場合は、

速やかに甲に報告し、その指示に従うものとする。なお、軽微な修理及び調整は本業務

に含むものとする。 

※点検・整備後は、積載車、発電機の燃料等が満タン状態に保たれていることを確認する
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こと。なお、燃料及び交換部品等は甲の負担とする。 

   【報告書類】 

  点検終了後、その都度（各回）下記の書類を提出すること。 

① 排水ポンプ車点検記録表  １部 

② 排水ポンプ車運転日誌   １部 

③ 業務履行写真       １部 

④ その他甲が指定するもの  １部 

 

（２）緊急時運転操作業務 

 【内  容】 

災害発生又はその恐れがある場合に、甲の待機指示により、運転操作に必要な態勢を速やか

に確立して待機するとともに、甲の出動指示により、排水ポンプ車を車両保管場所（加東市下

滝野１３６９－２）から災害対応現場へ配備し、排水作業等を行うものとする。 

なお、出動地域は加東市滝野地域内を基本とするが、甲から他の市域又は近隣市町等への出

動指示を受けた場合は、乙はその指示に従うものとする。近隣市町等へ出動した場合の費用に

ついては、別途協議するものとする。 

 

【時間区分】 

区   分 時   間 

昼 間 午前６時から午後８時まで 

夜 間 午後８時から翌日午前６時まで 

 ※業務時間は、甲が待機を指示した時刻から排水ポンプ車を車両保管場所へ引き上げた時刻（出

動を要しなかった場合は待機解除を連絡した時刻）までとする。 

また、これによりがたい場合は、甲と乙で協議するものとする。 

 ※乙は、甲の待機指示を受けた場合、乙の事務所（出動指示から１時間以内に車両保管場所に

到着できる場所に限る。）で待機するものとする。 

 ※乙は、甲の待機又は出動指示を受けた場合は、土曜日、日曜日、祝祭日、夜間においても対

応するものとする。 

※乙は、浸水被害等の災害発生以外であっても、甲から運転操作業務の指示を受けた場合には、

これに応ずるものとする。 

※出動指示から１時間以内に業務を開始するものとする。 

 

【対象機器】 

機 器 名 仕様・規格 数量 

排水ポンプパッケージ 10m３/min（5m３/min×2台） １式 

発動発電機 
ディーゼルエンジン駆動 

超低騒音型AC220V/45kVA 
１台 



積載車 ２ｔトラック（免許区分：準中型） １台 

【借上機器】 

分  類 仕様・規格 数量 

連絡用車両(ライトバン) 1500cc相当 １台 

 

【出動人員】 

出動人員 

世話役 １名 

特殊運転手 １名 

一般運転手 １名 

※排水ポンプ車の運転操作は、３名を原則とする。 

※運転操作現場には、排水ポンプ車と連絡用車両の２台で出動することを原則とする。 

 

【報告書類】 

業務（待機又は出動）終了後、その都度（各回）下記の書類を提出すること。 

① 排水ポンプ車緊急作業日報 １部 

② 排水ポンプ車運転日誌   １部 

③ 業務履行写真       １部       

 

４ 契約方法（委託料の算定等） 

  入札は、予定数量による合計金額（税抜き）で行うが、契約は、点検整備業務に係る委託料

は固定額、緊急時運転操作業務に係る委託料は１時間あたりの単価での契約とする。落札者は

内訳書を提出すること。 

  なお、緊急時運転操作業務に係る委託料は、０．５時間単位で算出するものとし、０．５時

間未満は切り捨てるものとする。 

  また、委託料の支払いは、業務を行った月の翌月に乙から請求するものとし、甲は、支払請

求があった日から３０日以内に支払うものとする。点検整備業務については、年間の契約金額

を６で除した金額を請求するものとする。 

 

５ 費用負担 

  排水ポンプ車の燃料代や修理費用（軽微な修理・調整は除く。）、車検並びに法定点検等の維

持管理費用は甲の負担とする。なお、乙の故意または過失に起因する損害（故障・不具合等に

係る費用）については乙が負担するものとする。 

 

６ 業務中の保険 

 公用車の使用中の事故に係る公用車、他人の所有物の破損に対する修理代、他人の身体への損

害に対する治療等に要する費用は、公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車損害共済で適

用された保険の範囲内において甲の負担とする。 



７ 遵守義務等 

乙は、業務の履行にあたっては、誠実を旨とし安全且つ的確に管理するとともに、本業務以

外の目的に使用してはならないものとする。また、道路交通法その他関係する法令等を遵守し

なければならない。 



令和 年 月 日

ｋｍ ～ ｋｍ ｋｍ

ｈｒ ～ ｈｒ ｈｒ
点検者氏名

排水ポンプ車　点検記録表
点 検 日

内　　　　　容

ファンベルト 張り具合・損傷

項　　　　　目

排水ポンプパッケージ・発動発電機 トラック車両

備　　　　　考 備　　　　　考

亀裂及び折損

ブレーキペダル ブレーキの効き具合

格子部破損

電気配線 接続部のゆるみ、損傷

湿気・ほこりの付着

ケーブル接続端子
接続部のゆるみ 取付部及び連結部 取付部の緩み・損傷

変色

異常振動・異常音

燃料タンク 量・漏れ

マフラー・パイプ 取付部のゆるみ・損傷・排気色

計器 作動状態

エアクリーナー 損傷・よごれ

オイルエレメント よごれ・交換時期

ファン・ベルト 張り具合・損傷 備　　　　考

亀裂・損傷・取り付・液量水量・ラジエターキャップ 　　　バッテリー

デファレンシャル
油漏れ

油質・交換時期

取付状態

冷却装置
水漏れ 油量・交換時期

動
力
伝
達
装
置

クラッチ
液量

つながり具合

エンジン
始動性 プロペラシャフト

コンセント 湿気・ほこりの付着

トランスミッション

油量

コネクタ類

発
　
動
　
発
　
電
　
機

バッテリー 亀裂・損傷・取り付・液量 油質・交換時期

操作開閉器 動作不良
リム・サイド・リング及び

指示灯

盤内照明灯 点検確認 亀裂・損傷

ホイールディスクの損傷

押ボタン 自己復帰
緩
衝
装
置

シャシばね

表示灯 点灯確認 金属・石などの異物

針の曲がり・破損・零点確認

ホイール
クリップ・ハブボルトの緩み

小動物・くもの巣 溝の深さ・異常摩耗

扉の開閉把手

走
行
装
置

タイヤ

空気圧

ボルト類のゆるみ 引きしろ

換気口の目詰まり
駐車ブレーキ

油漏れ・損傷・取付状態

扉蝶番のガタ ブレーキオイル 液量

ブレーキの効き具合

操
　
作
　
盤
　
関
　
係

箱　体

発錆・汚損

制
動
装
置パッキン劣化・はがれ

盤内汚れ

ホース及びパイプ

ギヤボックス 油漏れ

ホース接続金具 損傷・変形
パワーステアリング

油漏れ

接続口 損傷・変形

　　　　照　明　灯 点灯試験 油量

チェーン、金具 損傷・変形

か
じ
取
り
装
置

ハンドル
遊び・ゆるみ・ガタ

ホ
ー

ス

ホース本体 損傷・孔閼明き 操作具合

メカニカルシール・軸受 油のにじみ オイルエレメント 交換時期

損傷・よごれ

フ
ロ
ー

ト

フロート本体 損傷・変形 燃料タンク 量・漏れ

コネクタ 湿気・ほこりの付着 エンジンオイル 量・よごれ・交換時期

ケーブル 損傷・ひび割れ エアークリーナー

吊り部 損傷・変形
冷却装置

水漏れ

始動性

吸込ストレーナ 損傷・変形 異常振動・異常音

項　　　　　目 内　　　　　容 チェック

ホース接続口 損傷・変形 低速及び加速の状態

№　号車

チェック

ポ
　
ン
　
プ

ポンプ本体 損傷・変形

原
　
動
　
機

本　体

アワーメーター

ボルト・プラグ類 ゆるみ

ケーブル取出口 ケーブル外被のひび割れ 水量・ラジエターキャップ

車両番号
走 行 距 離 0

0.0



令和 年 月 日

排水ポンプ車運転日誌

作業日

報　告　者　　

（　　　）　車庫
作業責任者　　                   　　　　　　　　印

機　　　械　　　名 排水ポンプ車 №　号車

車　両　番　号

作　　　業　　　員 世話役

作　業　開　始km ｋｍ

作　業　終　了km ｋｍ

【走行距離】 ｋｍ

作　業　開　始hr ｈｒ

作　業　終　了hr ｈｒ

【作業時間】 ｈｒ

アワーメーター（開始） ｈｒ

　　　　　　　　　　（終了） ｈｒ

【稼働時間】 ｈｒ



年 月 日

①

② 時

③ 時

④ ｋｍ ｈｒ

⑤ 時

⑥ 時

⑦ 時

⑧ 時

⑨ 時

⑩ 時

⑪ ｋｍ ｈｒ

⑫ 時

注

⑬

ｋｍ L

排水ポンプ車　緊急作業日報

車庫引き揚げ

令和

事 務 所 待 機

車 庫 到 着

神戸100せ96-37（滝野車庫）　　№２号車  

作 業 員 名

車 輛 番 号

車 庫 出 発 時 走 行 距 離 発 電 機 ア ワ ー メ ー タ ー

車 庫 出 発

作 業 開 始

作 業 終 了

ポ ン プ 停 止

現 場 到 着

給 油

車 庫 到 着 時 走 行 距 離

車 庫 到 着

走 行 距 離 給 油 量

メモ

時間等は出来る限り正確に細かく記録して下さい。

発 電 機 ア ワ ー メ ー タ ー


